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(57)【要約】
　乾燥した活動性のプロバイオティック菌株における有益な量を含むプロバイオティック
食品が提供される。該食品は、低い水分活性レベルを効率的に有する、十分に連続的な脂
肪に基づく被覆剤をさらに含む。該食品は、望まれる最小限の量のプロバイオティックコ
ロニー形成単位（ＣＦＵｓ）を使用または販売期間内において保証するための、使用また
は販売期間が書き記された、十分に防湿の包みの中に包装される。プロバイオティック食
品を製造するための方法がさらに提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個々に分離したプロバイオティック食品であって、
　実質的に連続的な、脂肪をベースとする被覆剤によって、完全に包まれている乾燥した
プロバイオティックの培養物を、内部に分散して含んでおり、
　上記脂肪をベースとする被覆剤の水分活性は略０．１から略０．５までであり、かつ、
上記プロバイオティック食品は、略０°Ｆおよび略５０°Ｆの間の温度におかれて、実質
的に防湿の包みの中に包装されており、
　上記実質的に防湿の包みには、使用または販売期間が載せられており、
　上記培養物は、上記使用または販売期間において、上記食品の１グラム当たり少なくと
も略４億コロニー形成単位（ＣＦＵｓ）の量にて生きている培養菌を含んでおり、および
に、
　上記プロバイオティック食品は、室温において実質的に固体であることを特徴とする個
々に分離したプロバイオティック食品。
【請求項２】
　上記培養物は、上記使用または販売期間において、上記食品の１グラム当たり少なくと
も略６億ＣＦＵｓの量にて生きている菌株を含んでいることを特徴とする請求項１に記載
の食品。
【請求項３】
　上記培養物は、上記使用または販売期間において、上記食品の１グラム当たり少なくと
も略８億ＣＦＵｓの量にて生きている菌株を含んでいることを特徴とする請求項１に記載
の食品。
【請求項４】
　上記培養物は、上記使用または販売期間において、上記食品の１グラム当たり少なくと
も略１０億ＣＦＵｓの量にて生きている菌株を含んでいることを特徴とする請求項１に記
載の食品。
【請求項５】
　上記被覆剤の上記水分活性は略０．２から略０．４までであることを特徴とする請求項
１に記載の食品。
【請求項６】
　上記温度は略３３°Ｆから略５０°Ｆの間であることを特徴とする請求項１に記載の食
品。
【請求項７】
　上記温度は略４０°Ｆから略４５°Ｆの間であることを特徴とする請求項１に記載の食
品。
【請求項８】
　上記食品は、重さが略１０から略４５グラムまでの棒の形であることを特徴とする請求
項１に記載の食品。
【請求項９】
　上記食品は、重さが略１０から略２５グラムまでの棒の形であることを特徴とする請求
項１に記載の食品。
【請求項１０】
　上記脂肪をベースとする被覆剤は、チョコレートまたはチョコレートの代用品を含んで
いることを特徴とする請求項１に記載の食品。
【請求項１１】
　カルシウムの栄養補助食品をさらに含んでいることを特徴とする請求項１に記載の食品
。
【請求項１２】
　プレバイオティックをさらに含んでいることを特徴とする請求項１に記載の食品。
【請求項１３】
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　上記プレバイオティックは、ラクトース、タガトースおよび食物繊維からなる群より選
択されることを特徴とする請求項１１に記載の食品。
【請求項１４】
　上記プレバイオティックは食物繊維であることを特徴とする請求項１３に記載の食品。
【請求項１５】
　上記食物繊維はイヌリンであることを特徴とする請求項１４に記載の食品。
【請求項１６】
　穀物全体、ナッツ、米のクリスプ、パフト・コムギ、ミレット、大豆、および乾燥果実
からなる群より選択される含有物を圧縮したマトリクスをさらに含むことを特徴とする請
求項１に記載の食品。
【請求項１７】
　乾燥した活動性の上記培養物は、ラクトバシラス　アシドフィラス（Lactobacillus ac
idophilus）、ビフィドバクテリウム　ラクチス（Bifidobacterium lactis）、およびラ
クトバシラス　カゼイ（Lactobacillus casei）からなる群より選択される微生物を含ん
でいることを特徴とする請求項１に記載の食品。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　〔関連出願の相互参照〕
　本出願は、３５　ＵＳＣ　１１９（ｅ）に基づく利益を、米国仮特許出願番号米国特許
出願第６０／７４３，１１７号明細書（２００６年１月１１日出願）、および米国仮特許
出願第６０／８５８，７３６号明細書（２００６年１１月１３日出願）に基づいて主張す
るものであり、そのすべてを本願に引用して援用する。
【０００２】
　〔発明の分野〕
　以下の開示内容は、活動性の有用な菌株の培養物を安定な形にて含むプロバイオティッ
ク食品に関するものである。
【０００３】
　〔発明の背景〕
　プロバイオティクスとは、良好かつ健康な腸内細菌フローラを支える菌株である。用語
「プロバイオティック」とは、文字通り「生きるため」を意味する。それらは、摂取され
るかまたは医療補助として適用される、生きている微生物の菌株を含んでいる。エシェリ
キア（Escherichia）属、エンテロコッカス（Enterococcus）属およびサッカロミセス（S
accharomyces）属（酵母菌）を含む他の種がプロバイオティクスとして認められているに
もかかわらず、多くのプロバイオティック製品は、ラクトバシラス（Lactobacillus）属
またはビフィドバクテリウム（Bifidobacterium）属における細菌を含んでいる。これら
の菌株は、また、タンパク質、脂肪、カルシウムおよびリンにおける消化および吸収を高
めることが報告されており、またこれらの菌株は、それら自身のラクターゼを生産するの
で、ラクトース過敏性を克服するのを助けることができる。
【０００４】
　現在のプロバイオティック製品の販売品としては、ヨーグルト、ケフィール、発酵乳飲
料、およびカプセルを含んでいる。該販売品のいくつかは、有効とはなり得ない量のプロ
バイオティクスを有しており、また他は、過剰な服用量を含み得る。栄養補助食品として
プロバイオティクスを摂取するときには、最初は慎重にかつ少ない服用量にて摂取するこ
とが重要である。過剰摂取は、頭痛、下痢、または便秘などの副作用の原因となる、極度
のドレナージシンドロームを引き起こし得る。
【０００５】
　プロバイオティック細菌は、発酵乳製品と関わる長い歴史を有している。ヨーグルトお
よびケフィールは、牛乳を基として発酵されている。ヨーグルトおよびケフィールは、革
製の袋に入れて持ち運ばれた新鮮な牛乳が時々発酵した後安定性を備え得ることを発見さ
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れたことに由来していると考えられている。ケフィールは、牛乳が、泡立つ飲料の形に発
酵した結果であった。ケフィールを調製するための現在のプロセスには、多くの細菌、酵
母および多糖類である、ケフィールグレインと呼ばれるものにより牛乳を発酵させること
が含まれる。グレインには、サッカロミセス　デルブルエッキ（Saccharomyces delbruec
ki）、サッカロミセス　セレビシエ（Saccaromyces cerevisiae）、ラクトバシラス　ケ
フィール（Lactobacillus kefir）およびストレプトコッカス（Streptococcus）属の一員
が含まれることが見出されている。多糖類成分は、ケフィラン（kefiran）と呼ばれてい
る。発酵プロセスは、約２４時間を要し、その間に牛乳を高粘度で渋味のある飲料へと変
化させる。ヨーグルトは、発酵したプディング様のよく知られている製品であり、先立つ
バッチに由来する菌株を用いて牛乳を発酵させることにより調製される。ケフィールおよ
びヨーグルトは、生きている菌株を含むため、どちらもプロバイオティクスである。非常
に高い湿度において、かつ冷蔵を必要として生きているため、該菌株はヨーグルトおよび
ケフィール内に長く存続しない。
【０００６】
　店の中にある、および、家庭にて適切に保存されている製品が、生存可能な生物の数に
関して望ましい活動性を有し得るといういくらかの保証を、消費者に提供するための能力
が特に重要である。カプセル、および他の経口の栄養補助食品としての形が一般的に好ま
れるような食品では、一般的にはラベル上に細菌濃度を示さない。いくつかの栄養補助食
品について、１カップあたり１億～１００億個の生存可能な生物濃度が主張される一方で
、プロバイオティクスを有する乳製品には、１カップあたり約２億～３億個が含まれてい
ると考えられている。牛乳を基にした製品の１つである、乳飲料を培養したダノン（Dann
on）社のダンアクティブ（DanActive）（ヨーロッパではアクティミル（Actimel））には
、一食分あたり１００億個の細菌が含まれていると言われている。コンシューマーラボ（
consumerlab.com）は、行われた１つの研究から、プロバイオティック製品のうちの３分
の１には、それらが主張する活動性の細菌量が含まれていないという結論を下した。牛乳
を基にしたプロバイオティック食品よりも有効期間が長い製品、および長期間にわたって
確実に安定である製品を手に入れることが望ましいであろう。
【０００７】
　技術的に安定性を提供することが試みられてきているが、それが有益になり得るように
管理し続けることを確実にするために、安定なプロバイオティック構成要素と、好ましく
使いやすい服用の形との組み合わせが要求される。しかしながら、進歩する必要が残され
ている。
【０００８】
　技術的に、食べるのに好ましいものというだけでなく、使いやすい形に提供されたとき
に、十分な期間にわたって、培養物の活性が望ましい程度に維持されるような、プロバイ
オティック食品が必要とされている。
【０００９】
　〔発明の簡単な説明〕
　プロバイオティック食品を使いやすい形にするという要求を満たすために、本開示内容
は、単一の一食分であり、個々に分離したプロバイオティック食品を提供し、該食品は室
温において実質的に固体である。一局面において、該食品は、乾燥した活動性のプロバイ
オティック菌の培養物を含んでおり、該培養物は、完全に包んでいる実質的に連続的な脂
肪をベースとした被覆剤の中に分散されている；該被覆剤は、０．１から略０．５の間の
水分活性を有している；該食品は、略０°Ｆから略５０°Ｆの間の温度におかれており、
使用または販売期間が載せられた防湿の包みの中に包装されている；かつ、該食品は、該
使用または販売期間において、１グラム当たり少なくとも４億ＣＦＵｓの培養物を含んで
いる。
【００１０】
　プロバイオティック食品の変形例では、食品は、使用または販売期間において、１グラ
ム当たり少なくとも６億ＣＦＵｓの培養物を含んでいる。他の変形例では、食品は、使用
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または販売期間において、１グラム当たり少なくとも８億ＣＦＵｓの培養物を含んでいる
。さらに他の変形例では、食品は、使用または販売期間において、１グラム当たり少なく
とも１０億ＣＦＵｓの培養物を含んでいる。
【００１１】
　一実施形態では、プロバイオティック食品において、コーティングしている脂肪をベー
スにした被覆剤は、略０．２から略０．４までの水分活性を有している。変形例では、食
品は、略３３°Ｆおよび略５０°Ｆの間の温度におかれている。他の変形例では、食品は
、略４０°Ｆおよび略４５°Ｆの間の温度におかれている。一実施形態では、プロバイオ
ティック食品は、重さが略１０から略４５グラムまでの棒の形をとっている。他の変形例
では、食品は、重さが略１０から略２５グラムまでの棒である。さらに他の変形例では、
プロバイオティック食品は、チョコレートまたはチョコレートの代用品を含んでいる。他
の変形例では、プロバイオティック食品は、カルシウムの栄養補助食品を含んでいる。さ
らに他の変形例では、食品は、ラクトース、タガトース、または食物繊維などのプレバイ
オティックを含んでいる。一変形例では、プレバイオティックは食物繊維のイヌリンであ
る。一変形例では、プロバイオティック食品は、穀物全体、ナッツ、米のクリスプ、パフ
ト・コムギ、ミレット、大豆、および乾燥果実のうちの１つ以上を圧縮したマトリクスを
含み、脂肪に基づく被覆剤によってコーティングされた棒の形をとっている。さらに他の
変形例では、プロバイオティック食品における培養物は、ラクトバシラス　アシドフィラ
ス（Lactobacillus acidophilus）、ビフィドバクテリウム　ラクチス（Bifidobacterium
 lactis）、またはラクトバシラス　カゼイ（Lactobacillus casei）の微生物を含んでい
る。
【００１２】
　〔発明の詳細な説明〕
　本開示内容は、安定化され生きている著しい量の菌の培養物を含んでいる、使いやすく
包装されたプロバイオティック食品と、その製造する方法とを提供することにより、上述
の目的を可能にし、かつ種々の利益を提供する。当該包装された食品により、プロバイオ
ティックについて有益となり得る摂取量を管理し続けることが容易になるとともに、望ま
れるプロバイオティックの利点をその製品が提供しているという強い信頼感が消費者に提
供される。
【００１３】
　（プロバイオティック菌株）
　本明細書に開示される食品に欠かせないものは、適切なプロバイオティックの培養物で
ある。該培養物には、ヒトにおいて、プロバイオティックとして有効な、非病原性の微生
物が少なくとも１つ含まれ得る。好ましくは、該微生物は、例えば、乳酸菌（Lactobacil
li）、ビフィドバクテリア（Bifidobacteria）、連鎖球菌（Streptococci）、ペディオコ
ッシ（Pediococci）、ロイコノストック属（Leuconostoc）、プロピオン酸菌および酢酸
菌などを含む細菌を含んでよい。乳酸菌の中には、例えば、ラクトバシラス　アシドフィ
ラス（Lactobacillus acidophilus）、ラクトバシラス　ビフィズス（Lactobacillus bif
idus）、ラクトバシラス　ブレヴィス（Lactobacillus brevis）、ラクトバシラス　ブル
ガリカス（Lactobacillus bulgaricus）、ラクトバシラス　デルブルッキ（Lactobacillu
s delbrucki）、ラクトバシラス　カゼイ（Lactobacillus casei）、ラクトバシラス　セ
ロビオサス（Lactobacillus cellobiosus）、ラクトバシラス　ファーメンタム（Lactoba
cillus fermentum）、ラクトバシラス　ガッセリ（Lactobacillus gasseri）、ラクトバ
シラス　ジャーメンタム（Lactobacillus germentum）、ラクトバシラス　ヘルベティカ
ス（Lactobacillus helveticus）、ラクトバシラス　ジョンソンヒー（Lactobacillus jo
hnsonhii）、ラクトバシラス　ラクティス（Lactobacillus lactis）、ラクトバシラス　
レイキマニー（Lactobacillus leichimanii）、ラクトバシラス　プランタラム（Lactoba
cillus plantarum）、ラクトバシラス　リューテリ（Lactobacillus reuteri）、ラクト
バシラス　ラムノサス（Lactobacillus rhamnosus）、ラクトバシラス　サケ（Lactobaci
llus sake）、ラクトバシラス　サリバロース（Lactobacillus salivaroes）、ラクトバ
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シラス　サーモフィラス（Lactobacillus thermophilus）、およびラクトバシラス　キシ
ロサス（Lactobacillus xylosus）などを含む。ビフィドバクテリアの中には、例えば、
ビフィドバクテリウム　アドレセンチス（Bifidobacterium adolescentis）、ビフィドバ
クテリウム　ビフィダム（Bifidobacterium bifidum）、ビフィドバクテリウム　ブレベ
（Bifidobacterium breve）、ビフィドバクテリウム　セレウス（Bifidobacterium cereu
s）、ビフィドバクテリウム　インファンチス（Bifidobacterium infantis）、ビフィド
バクテリウム　ラクチス（Bifidobacterium lactis）、ビフィドバクテリウム　ロンガム
（Bifidobacterium longum）、およびビフィドバクテリウム　サーモフィラス（Bifidoba
cterium thermophilus）などを含む。連鎖球菌の中には、例えば、ストレプトコッカス　
ラクチス（Streptococcus lactis）、ストレプトコッカス　クレモリス（Streptococcus 
cremoris）、ストレプトコッカス・ジアセチラクチス（Streptococcus diacetylactis）
、ストレプトコッカス　サーモフィラス（Streptococcus thermophilus）、およびストレ
プトコッカス　ファーシウム（Streptococcus faecium）などを含む。好ましくは、上述
のあらゆる菌株のうち１つ以上の培養物が、当該の群の他の菌株またはほかのプロビオテ
ィックであって非病原性の微生物とともに用いられ得る。１つの好ましい形態は、オラン
ダのＤＳＭ　Ｆｏｏｄ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓから手に入れられるプロバイオティック
種の組み合わせ、例えばラクトバシラス　アシドフィラスＬ１０、ビフィドバクテリウム
　ラクチスＢ９４、およびラクトバシラス　カゼイＬ２６などを含む。一実施形態におい
て、用いられる微生物は、出願人としてＤＳＭ　ＩＰ　Ａｓｓｅｔｓ　Ｂ．Ｖ．の名前が
挙げられ、そのすべてを本願に引用して援用する、国際公開第２００６／０４８４４６　
Ａ１号パンフレットにおいて開示されている、ラクトバシラス　アシドフィラス株および
／またはラクトバシラス　ヘルベティカス株を含む。
【００１４】
　培養物の貯蔵温度は、好ましくは略３９°から略４６°Ｆまでであるが、選択される菌
株によって変更され得る。培養物は、望ましくは凍結乾燥により調製され、製造者の提言
を受けて効率的に貯蔵され得る。市販のソースとしては、ＤＳＭ、Ｄａｎｓｉｃｏ、Ｉｎ
ｓｔｉｔｕｔ　Ｒｏｓｓｅｌｌ－Ｌａｌｌｅｍａｎｄなどがある。
【００１５】
　本明細書に記載される、包装されたプロバイオティックの培養物の品目または製品は、
好ましくは、有効期間の最後において、一食分あたり少なくとも略２０億コロニー形成単
位（ＣＦＵｓ）を含み得る。コロニー形成単位（ＣＦＵ）は、生存可能な細菌の数の単位
である。生死に関わらず全ての細胞を数える顕微鏡による直接のカウントとは異なり、Ｃ
ＦＵは生存可能な細胞を測定する。一形態において、サンプルは寒天プレートの表面上に
広げられ、または注がれ、培養するために置かれ、その後形成されるコロニーの数が数え
られる。コロニー形成単位は、あらゆる数の細胞を含み得るので、ＣＦＵは生存可能な細
胞の数の正確な指標ではない。本明細書に用いられる「一食分」とは、特定の時間に習慣
的に摂取されるような、食品の一人前、または一盛りについて指している。活動性が高い
レベルでは、一食分あたり２００億ＣＦＵまたはそれ以上になり得るので、ここで主に考
慮することは、最も適切な服用の形、および風味への影響である。「個々に分離した一食
分」は、他から離れた、または切り離された一食分である。通常、本開示内容におけるプ
ロバイオティック製品は、有効期間の最後において１グラム当たり約４億ＣＦＵから１グ
ラム当たり約１０億ＣＦＵまでを含み得る。従って、好ましい製品は、約１０から約２５
グラムまで（例えば約２０グラム）の一食分あたり、約１００億ＣＦＵを含み得る。
【００１６】
　記載されるプロバイオティック製品の好ましい形における利点は、消費時のヨーグルト
に通常検出される、生きている活動性の菌の培養物の、約１から約２０倍以上、好ましく
は約２から約１０倍以上を含み得ることである。このような量により、例えば、弱められ
た免疫システムを回復させることに使用することが考えられる。これらの割合は、新鮮な
ヨーグルトには、１７０グラムの一食分が製造される時には１グラム当たり少なくとも１
億の生物が含まれ得るという基準に基づいているが、その活動性は通常、消費時には１０
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倍（例えば、１グラム当たり１億から１０００万までの生きている活動性の菌の培養物）
かそこらだけ低下するため、消費における保証は、実用的ではないと判断されている（例
えば、２００４年１月２７日付の、国立ヨーグルト協会（the National Yogurt Associat
ion）から食品医薬品庁（the Food and Drug Administration）への、牛乳およびクリー
ム製品、およびヨーグルト製品のための規則作成先行公示に対するコメント（Comments t
o the Advanced Notice of Proposed Rulemaking for Milk and Cream Products and Yog
urt Products）；低脂肪ヨーグルトおよび脱脂ヨーグルトのための規格を無効にするため
の、およびヨーグルトおよび培養された牛乳のための規格を修正するための請求（Petiti
on to Revoke Standards for Lowfat Yogurt and Nonfat Yogurt and to Amend Standard
s for Yogurt and Cultured Milk）（ドック番号２０００Ｐ－０６８５）（ＦＤＡウェブ
サイトにおけるワールドワイドウェブ上で入手可能）と表記されるレターを参照）。
【００１７】
　（脂肪に基づく被覆剤および人工香味料）
　脂肪に基づく被覆剤の中にプロバイオティックの培養物をコーティングし、または封入
することが、長期間の安定性を可能にすることは、本開示内容における利点である。「コ
ーティングする」または「封入する」とは、プロバイオティック菌の培養物が内部に分散
され、かつ脂肪をベースにした被覆剤によって完全に包まれることを意味する。「包まれ
る」とは、脂肪をベースにした被覆剤の中に完全に囲まれる、またはくるまれることを意
味する。脂肪をベースにした被覆剤はまた、安定性または風味のための酸味の必要性なし
で、チョコレートまたは合成の被覆剤の存在下においてこれらのヨーグルトに基づく微生
物を使用すること、および培養物の性質を変えずに、酸味の香料を使用することの両方を
可能にする。チョコレート様、ならびにチョコレートの外見および風味の模倣品である、
チョコレートの代用品もまた用いられ得る。従って、培養物の安定性を変えずに、甘いも
のから酸っぱいものへ、またはその逆へと、製造において食品形態を変えることが出来る
。低い水分活性（Ａｗ）の脂肪に基づく被覆剤が乾燥した培養物を湿気から保護するため
、長期間の安定性を有する美味な製品を作ることが可能である。製品が高安定化したこと
により、消費時における望ましい活動性を確実にするために製造において過剰な菌株を提
供する必要が非常に少なくなるので、製造コストを減らすことができることは、さらなる
利点である。
【００１８】
　本開示内容におけるプロバイオティックの培養物の製品は、被覆するための脂肪と好ま
しくは甘味料とを含む、脂肪をベースにした被覆剤の連続的な部分を含み得る。食用の乳
化剤もまた、ほかの材料と同様に、脂肪をベースにした被覆剤の中に存在し得る。
【００１９】
　例えばチョコレートおよびチョコレートの代用品などの、脂肪をベースにしたあらゆる
好適な被覆剤を使用できる。通常、および好ましくは、用いられる被覆剤は室温において
実質的に固体であってよく、その場合には該被覆剤は、噛むと壊れ、かつ口の中のまさに
体温下において融解してもよい。本明細書において用いられる「室温」は、通常約７５°
Ｆといった、現代の食料品店内において通常みられる室内の温度を示している。上記被覆
剤における脂肪および他の成分については、当業者により知られている。通常、被覆する
ための脂肪は、融点が約９０°から約９８°Ｆであり、かつ約５０°Ｆにおいて少なくと
も約５０％の固形分を有していてもよい。用語「脂肪をベースにした被覆剤」とは、例え
ばチョコレート、およびいわゆる合成の被覆剤を含んでおり、通常、砂糖および／または
強化甘味料などの甘味料と、例えばバタースコッチや、通常ココアリカーとして供給され
る粉末のココアおよび他の香料などの風味成分と、がその中に分散されている、十分に連
続的な脂肪相により特徴付けられる。脂肪に基づく被覆剤は、脂肪に基づくマトリクスを
含んでよく、かつ脂肪および水溶性の香料の両方を盛り込むために用いられ得る。好まし
くは、被覆剤は、ココアバターまたはココアバターの代用品、および望ましい風味成分、
からなる脂肪のマトリクス内に、サッカロースの形において糖質を含み得る。
【００２０】
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　本開示内容の製品を調製する際に使用するのに適した、典型的なチョコレート様の菓子
の組成は、脂肪、甘味料、香料および乳化剤を含み得る。典型的なチョコレート風味の脂
肪をベースにした被覆剤に関しては、重量の約５％から約４０％までは、（固有の脂肪を
多少含んでいるチョコレートリカーまたはココアを包含する）チョコレート人工香味料を
含んでよく、重量の約２５％から約４５％まで（例えば約３０％から約３５％まで）は脂
肪成分を含んでよく、かつ重量の約０．００１％から４０％は甘味料および／または充填
剤を含んでよい。
【００２１】
　脂肪成分は、ココアバター、被覆する脂肪として用いるために特に調製したパーム核油
、または被覆剤を形成するのに有効なあらゆる他の脂肪または脂肪の混合物、であっても
よい。脂肪は、部分的にまたは完全に、低カロリー脂肪、または例えばオレストラ（oles
tra）またはサラトリム（salatrim）など脂肪の代用品、の形であってもよい。個体脂指
数（ＳＦＩ）について、被覆する脂肪に関する好ましい例はココアバターであり、ココア
バターのＳＦＩは、９８°Ｆ以下の融解温度を有する急勾配の曲線である。ココアバター
は、性質において他の脂肪により交換され、かつ模倣されることが可能であり、また通常
はそうされている。大豆油および綿実油が、例えばパーム油、パーム核油、ココナッツ油
、シアバターノキの実の油、イリッペ油などのように、好適な性質として用意され得る。
【００２２】
　甘味料の中でも、栄養素である糖の甘味料が挙げられ、甘さの強度の異なるものが手に
入れられる。本開示内容のプロバイオティック食品では、低湿度、低水分活性（Ａｗ）の
被覆剤を構成しさえすれば、いかなる特定の種類の甘味料にも限定されない。本明細書に
記載される食品に有用な甘味料は、例えば被覆剤の技術に通常用いられるものであり、例
えば、サッカロース、フルクトース、ラクトース、マルトース、グルコース、グルコース
・シロップ固形物、転化糖、加水分解されたラクトース、ハチミツ、かえで糖、黒砂糖、
糖蜜などを含む。高い強度の甘味料は、（認可されているところでは）アスパルテーム、
シクラメート、サッカリン、アセサルフェーム－Ｋ（acesulfame-K）、スクラロース（su
cralose）、ネオヘスペリジン　ジヒドロカルコン（neohesperidin dihydrochalcone）、
アリテーム（alitame）、ステビア組成物（stevia compositions）、グリチルリジン、タ
ウマチンなど、およびそれらの混合物を含む。マンニトールまたはソルビトールなどの糖
アルコールは、サッカロースなど、栄養素の糖の甘味料により代用され得る。もし、高い
強度の甘味料が望まれるなら、ポリデキシトロース（polydextrose）などの低カロリーの
充填剤が、より典型的な形態において砂糖の代わりに用いられるものと同様の量において
用いられ得る。砂糖の代用品または甘味のある糖アルコールは、栄養になる炭水化物の甘
味料における全てまたは一部と、部分的に置き換わることができる。糖アルコールは、例
えば、本技術分野において通常用いられるあらゆる糖アルコールであり、またソルビトー
ル、マンニトール、キシリトール、マルチトール、イソマルト、ラクチトール（lactitol
）などを含む。本明細書に示される充填剤は、技術的に通常用いられるあらゆる充填剤で
あってよく、またポリデキストロース、セルロース、およびその誘導体、マルトデキスト
リン（maltodextrin）、アラビアゴムなどを含み得る。好ましい甘味料はサッカロースで
ある。
【００２３】
　本プロバイオティック食品において利用される被覆剤に含まれることが好ましい他の成
分は、食用の乳化剤である。本開示内容におけるプロバイオティック食品への使用が考え
られ得る乳化剤は、本技術分野において通常用いられるあらゆる乳化剤であってよく、ま
た以下に限定されないが、例えば大豆、ベニバナ、トウモロコシなどの植物源に由来する
レシチン；フォスファチジルコリンまたはフォスファチジルエタノールアミンのどちらか
、またはその両方が濃縮されている、分画されたレシチン；そのモノおよびジグリセリド
；食用の脂肪または油の、モノおよびジグリセリドにおける、1ナトリウムリン酸塩の誘
導体；脂肪酸におけるポリグリセリンのエステル系溶剤；ＤＡＴＥＭ（モノおよびジグリ
セリドにおけるジアセチル酒石酸のエステル系溶剤）；ＰＧＰＲ（ポリグリセリンのポリ
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リシノール酸塩）；ポリソルベート６０、６５および８０；ソルビタン　モノステアレー
ト；ソルビタン　トリステアレート、カラスムギ抽出物；などを含んでいる。
【００２４】
　本明細書に記載される脂肪に基づく被覆剤は、貯蔵中の分解をできるだけ少なくするた
めに、通常低いＡｗまたは水分活性を有する。本明細書に用いられる用語「水分活性」お
よび記号「Ａｗ」は、平衡相対湿度（ＥＲＨ）を１００で割ったものに相当するものを参
照し、かつ規定される。ＥＲＨは、平衡状態であり、製品が環境に対して水分を吸収する
ことも失うこともしていない状態である。ＥＲＨは、全ての材料、特に、自由水または結
合水として存在し得る水分の含量が高いものの組成により影響される。自由水の量は、貯
蔵中における活性の分解という望まれない結果を起こし得るため、製品の貯蔵能力に影響
する。
【００２５】
　典型的には、ここに用いられる脂肪に基づく被覆剤は、約０．５以下、およびより好ま
しくは約０．１以下の水分活性（Ａｗ）を有してもよい。好ましくは、低いＡｗを有する
脂肪に基づく被覆剤を有するプロバイオティック食品は、１ヶ月から約１２ヶ月またはそ
れ以上の間、推奨される条件のもとで貯蔵されてもよい。
【００２６】
　本明細書に開示されるプロバイオティックの培養物の製品は、基本的に乾燥しており、
かつ微量な水分しか含まないことが好ましい。加工過程において十分な量の水分を使用す
ることは、被覆している脂肪および製品の安定性には通常適さない。
【００２７】
　食品の被覆剤に普通に見出される他の任意の成分がさらに存在し得る。これらの任意の
成分は、例えば、脱脂乳の固形物、脱脂ココア固形物、砂糖の代用品、天然および人工の
香料（例えばバニリン、香辛料、コーヒー、エチル　バニリン、塩、ブラウン　ナット－
ミート（brown nut-meats）、天然のバニラなど、またはそれらの組み合わせなど）、酸
化防止剤（例えば、ＴＢＨＱ（ｔ－ブチルヒドロキノン）、トコフェロールなどの防腐剤
など）、タンパク質などである。被覆するための香料の中でも、ココア、チョコレート香
料、乾燥コーヒーパウダー、フリーズドライ（ＦＤ）のピーチパウダー、ピーチ香料、バ
ニラ香料ＯＳ、アンナット抽出物、クエン酸、ＦＤストロベリーパウダー、ストロベリー
香料などが挙げられる。他の実施形態において、香料の適した構成は、バター風の香料、
生クリーム香料、カラメル様香料、および新鮮さと関連する他の香料からなる群より選択
された少なくとも１つの要素について、香りをつけるのに有効な量を含む構成である。上
述の香料はそれらによる知覚とある程度重複するが、これらの風味効果のうちどれについ
ても、ある香料が十分な量存在するかどうかの検査は、機器によって得られた適切なデー
タ（例えばガスクロマトグラフィーなど）と、香料の専門家による評価とに基づくことが
最も好ましい。具体的には、バター風の香料として同定されたものは、ジアセチル　アセ
トイン、アセトール、酪酸、ガンマ　ウンデカラクトン、ガンマ　ノナラクトン、デルタ
　デカラクトン、アセチル　メチル　カルビノール、脂肪分解されたバター脂、およびこ
れらの２つまたはそれ以上の混合物である。バニラ香料の代表例は、バニラの実の抽出物
、バニリン、エチル　バニリン、マルトール、ジヒドロ　クマリン、ヘリオトロピン、お
よびこれらの２つまたはそれ以上の混合物である。クリーム様または生クリームの香り付
けの例は、バニリン、エチル　バニリン、メープル　ラクトン、ジアセチル、酪酸、ガン
マ　ウンデカラクトン、ガンマ　ノナラクトン、デルタ　デカラクトン、アセチル　メチ
ル　カルビノール、カプロン酸、脂肪分解されたバター脂、およびこれらの２つまたはそ
れ以上の混合物である。カラメルの香り付けの例は、バニリン、エチル　バニリン、ガン
マ　ウンデカラクトン、ジヒドロ　クマリン、カラメル　カラー（caramel color）、お
よびこれらの２つまたはそれ以上の混合物である。他の好ましい香料としては、例えばジ
メチルスルフィド、酪酸エチル、ベズアルデヒド（bezaldehydo）、ブチル　ブチリル　
ラクテート（butyl butyryl lactate）、にくずく油、レモン油などの、他のどんな新鮮
な香り（freshnessnotes）をも含み得る。
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【００２８】
　一実施形態において、脂肪に基づく物質の中に封入またはコーティングする方法は、出
願人としてＤＳＭ　ＩＰ　Ａｓｓｅｔｓ　Ｂ．Ｖ．の名前が挙げられ、そのすべてを本願
に引用して援用する、国際公報第２００６／０１８１１９　Ａ１号パンフレットに記載さ
れている。
【００２９】
　（含有物）
　本明細書に記載されるプロバイオティック食品は、含有物をさらに含んでよく、含有物
は、好ましくは、所定のテクスチャーおよび／または風味を加えるために脂肪に基づく被
覆剤に取り込まれる、好適な食品の乾燥した断片として存在する。好適な含有物の材料は
、食品形態の中に導入される被覆剤部分の均質な組成を「妨害する」ことができる。これ
らの材料は、被覆剤またはプロバイオティックに関する限りでは、基本的に不活性である
。以下「含有物」という、このような材料の例は、例えば膨らんだカラスムギ、小麦また
は米、カリカリにした米などの、膨張した穀物；押し出し機で膨張させた、例えば小麦、
大豆、他の穀物などにおける練り粉の断片；例えばトウモロコシ、小麦、米、糠、カラス
ムギなどにおける穀物のフレーク；オートミールまたは押しオート麦；例えばペカン、ヘ
ーゼルナッツ、ウォールナット、ピーナッツまたは他の種類のナッツなどの、刻んだナッ
ツまたはナッツの断片；レーズン、または、例えばリンゴ、バナナ、ブルーベリー、クラ
ンベリー、カランツ、ナツメヤシ、マンゴー、オレンジ、パイナップル、ラズベリー、ス
トロベリーまたはスルタナなどにおける他の乾燥果実または果実の断片；ココナッツ；ハ
ードまたはソフトキャンディーの一片；対照的な風味またはテクスチャーの、他の小さい
一片；などが挙げられる。
【００３０】
　（栄養補助食品）
　好ましくは、本発明に係るプロバイオティック食品は、プロバイオティックの培養物に
加えて、有意な摂取量のカルシウムを含み得る。好ましくは、プロバイオティック食品は
、例えばカルシウムに関するＤＶ（「デイリーバリュー」）の少なくとも約２０％（２０
０ｍｇ）などというように、ＤＶの少なくとも約１０％のカルシウムを含み得る。用語「
デイリーバリュー」（「ＤＶ」）は、米国食品医薬品庁により用いられ、かつポーラ・カ
ーツウェイル（Paula Kurtzweil）により「Daily Values Encourage Healthy Diet」と題
された回覧物（www.fda.gov/fdac/special/foodlabel/dvs.html）において明らかにされ
ている意義として示される。当該回覧物は、ＤＲＶｓ（１日に推奨される量）が百分率Ｄ
Ｖを算出するための基となることを明らかにしている。以前には全く基準が存在していな
かった栄養素について、ＤＲＶｓが定められている。エネルギー産生性の栄養素（脂肪、
炭水化物、タンパク質および繊維）は、１日当たりに消費されるカロリー数に基づく。表
示する目的で、百分率ＤＶを算出するための参照として、２，０００カロリーが規定され
た。従って、日課の一部としてカルシウム栄養補助食品を摂取していた消費者は、カルシ
ウムを供給するだけでなく、味が非常によく、かつプロバイオティクスの優れた安定な供
給源である、本発明に係るプロバイオティック食品を、カルシウムを含んでいる栄養補助
食品の代わりとすることが容易であることに気づくであろう。摂取されるカルシウムにお
けるあらゆる典型的な原料が用いられ得るが、例えば乳酸カルシウム、カゼインカルシウ
ムなど、乳製品原料からのものを用いることが好ましい。これらの原料に加えて、例えば
殻からなどの、より典型的な炭酸カルシウムなどがさらに用いられ得る。他の実施形態に
おいて、当業者には周知である他の栄養補助食品を含み得る。
【００３１】
　（プレバイオティクス）
　本明細書に開示されるプロバイオティック食品は、多数のプレバイオティクスを含み得
る。プレバイオティクスは、腸に寄生する特定の細菌の成長を促進する、通常宿主の胃に
おいて分解されない物質である。記載される食品に含まれ得るプレバイオティクスは、例
えばラクトースまたはタガトースなどの砂糖、および食物繊維である。当業者において知



(11) JP 2009-523027 A 2009.6.18

10

20

30

40

50

られる他のプレバイオティクスをさらに含み得る。
【００３２】
　本発明に係るプロバイオティック食品では、繊維を他の製品中のプロバイオティックの
培養物と混ぜるときに通常行われるように、食物繊維をプレバイオティックとして用いて
有利に食品形態化することができ、かつ安定性を大きく減少させることなしにこれを成し
遂げることができる。従って、繊維は、プロバイオティクスの安定性を損なうことなく、
製品における健康に良い性質に貢献する。その結果、健康な腸内細菌フローラを促進させ
る、より役に立つ製品となる。繊維は、好適な原料から供給されることができ、種々の野
菜および果物の原料に由来するものを含み、精製した野菜の繊維（例えばチコリー植物の
根から抽出したイヌリンなど）；ジュースを絞る際におけるまたは他の食品調製工程にお
ける、副産物として主に入手できる、種々の果物の果肉および野菜の果肉（例えばリンゴ
の果肉、柑橘類の果肉、マンゴーの果肉、ブドウの果肉、クランベリーの果肉、およびビ
ートの果肉など）；および果物および野菜のピューレ（例えば新鮮な、および／または凍
結された果物および野菜から調製されたピューレなど）を含んでいる。
【００３３】
　（製造）
　本明細書に記載されるプロバイオティック食品は、味がよいのでそれらの消費を促し、
使いやすくかつ安定な形にて、生きている生物および好ましくは他の栄養素を有意な濃度
において有する、スナックまたは食事の導入物を提供することができる。それらは簡単に
調製され得るが、製品の安定性のためのプロセスは非常に重要である。好ましい一形態で
は、該プロセスとして、好適な、しかし処理を遅滞させるかまたは非効率にさせるほど高
すぎない温度において、被覆剤の脂肪を融解させることを必要とする。例えば、パーム核
油は、約１１０から約１３０°Ｆ（例えば、約１２０°Ｆ）において完全に融解する。こ
の融解した脂肪には、色素、香料などだけでなく、例えば繊維およびカルシウム補助食品
などの栄養素を加えることができる。脂肪の混合物および加えられる材料は、均質になる
まで混合されることが好ましい。混合した後、混合物をプロバイオティック菌株に完全に
適合する温度まである程度冷却し、脂肪により完全に被覆されるようにプロバイオティッ
ク菌株を十分に混合する。この作業に続いて、もしあれば含有物を加えた後、混ぜる。最
終的な混合物は、その後、食事量の制限のために要求される成形に備えられる。
【００３４】
　例えば糖菓の棒およびスナック棒における製造についての手段など、食品科学において
当業者に知られる標準的な製造手段が用いられ得る。特に、Bernard Minifie, CHOCOLATE
, COCOA, AND CONFECTIONERY : Science And Technology (Springer 3rd ed., 1989)(197
0)における手段は、そのすべてが本願に引用され援用される。
【００３５】
　（包装および使用）
　本発明に係るプロバイオティック食品を供給するための好ましい形態は、約２０グラム
における単一の一食分の棒であり、好ましくは、例えば金属化した多層のポリマーフィル
ムなど、十分な防湿のフィルムのような、湿気が通り抜けられない包みの中に包装される
形態である。フィルムは、湿気または水蒸気の転送速度が０．０グラム／（メートル２ｘ
日）であることが好ましい。コールドシールされるフローラップなど、本技術分野におい
て知られている良好な防湿壁を備える標準的なフィルム素材を用いることができる。
【００３６】
　本明細書に記載されるプロバイオティック食品は、記載されるように包装および貯蔵さ
れる際、有効期間の最後において、１グラム当たり約４億ＣＦＵ、より好ましくは１グラ
ム当たり６億ＣＦＵ、さらにより好ましくは１グラム当たり８億ＣＦＵ、および最も好ま
しくは１グラム当たり約１０億ＣＦＵを含み得る。
【００３７】
　有効期間の最後において望ましいＣＦＵ量を保証するために、プロバイオティック食品
は、好ましくは製造時に１グラム当たり約５億ＣＦＵ、より好ましくは１グラム当たり８
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グラム当たり約１２億ＣＦＵとともに作製される。貯蔵中に培養物をある程度失うことを
見越して、このようにしている。
【００３８】
　ＣＦＵｓにて測定されるような生きている培養物の損失を約２０％以下、またはさらに
好ましくは１０％以下にすることにより、少なくとも１ヶ月、好ましくは少なくとも３ヶ
月、好ましくは少なくとも９ヶ月、およびさらに好ましくは少なくとも１２ヶ月の間、冷
蔵温度にて培養物の安定性を保証するために、包装および食物の水分活性を選択すること
が好ましい。比較のために、新鮮なヨーグルトは通常、冷蔵される有効期間が４５日であ
る。本明細書に用いられる「冷蔵温度」または「冷蔵貯蔵」は、現代の食料品店の冷蔵貯
蔵における温度にて貯蔵することであり、例えば約０°Ｆから約５０°Ｆまでであり、よ
り好ましくは約３３°Ｆから約５０°Ｆである。
【００３９】
　好ましい実施形態では、「使用」または「販売」期間は、個々の包装上に書き記される
。「使用」期間は、通常、最終消費者に関する期間を意味し、それに基づいて製品が消費
されるべきである。「使用」期間は、通常有効期間の最後を示す。「販売」期間は、通常
、最終小売人に関する期間を意味し、それに基づいて製品が販売されるべきである；通常
、製品は「販売」期間の数日後に消費され得る。当然ながら、「使用」または「販売期間
」のような同じ情報を伝達する他の言葉、例えば「最良」、「賞味」、「最も好ましい賞
味」または「消費」期間をもまた用い得る。本明細書に記載されるプロバイオティック食
品の前後関係においては、「使用」または「販売」期間は、生きている培養物（ＣＦＵｓ
）の望まれる最低限の水準が保証される期間を示す。
【００４０】
　本明細書におけるプロバイオティック食品は、健康な腸内細菌フローラを促進するため
に、例えば、少なくとも週に２回、好ましくは週当たり５回、およびより好ましくは毎日
の基礎としてなど、規則正しく計画的に消費されることにより、利用されることが好まし
い。
【００４１】
　（実施例）
　以下の例は、本明細書に記載されるプロバイオティック製品、およびその製造方法をさ
らに例証しかつ説明するために提供され、いかなる点にも限定していない。特に示されな
い限り、全ての部分および割合は、特定の基準点にて組成における重量に基づいている。
【００４２】
　＜実施例１＞
　以下の食品形態および手順により調製された、棒当たり２６０億ＣＦＵの混合培養物を
含む、チョコレート風味の糖菓の棒。
【００４３】
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【表１】

【００４４】
【表２】

手順
１．被覆剤を１２０°Ｆに融解する。
２．９５°Ｆ～１１０°Ｆに冷却した後、プロバイオティック培養物を加える。
３．チョコレート被覆剤をこねる。
４．米のクリスプを混ぜ合わせる。
５．鋳型の中に入れた後、６５°Ｆに冷却する。
６．鋳型から取り出した後、包装する。
【００４５】
　＜実施例２＞
　以下の食品形態および手順により調製された、棒当たり２６０億ＣＦＵの混合培養物を
含む、ブルーベリー風味の糖菓の棒。
【００４６】
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【表３】

【００４７】
【表４】

手順
１．被覆剤を１２０°Ｆに融解する。
２．９５°Ｆ～１１０°Ｆに冷却した後、ブルーベリー香料およびプロバイオティック菌
株を加える。
３．チョコレート被覆剤をこねる。
４．米のクリスプおよびフリーズドライのブルーベリーを混ぜ合わせる。
５．鋳型の中に入れた後、６５°Ｆに冷却する。
６．鋳型から取り出した後、包装する。
【００４８】
　＜実施例３＞
　以下の食品形態および手順により調製された、棒当たり１４０億ＣＦＵの混合培養物を
含む、糖菓の被覆剤を上に乗せたストロベリー風味のグラノーラ棒。
【００４９】
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【表５】

【００５０】
【表６】

【００５１】
【表７】

【００５２】
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【表８】

【００５３】
【表９】

手順
シロップ：
１．シロップの液体材料と乾燥させたサトウキビジュースとを混ぜ合わせた後、１２０°
Ｆに加熱する。
２．ヨーグルトパウダー、乳漿タンパク質、イヌリンおよび炭酸カルシウムをシロップに
混ぜた後、滑らかなスラリーになるまで混ぜる。
プロバイオティックを有する白色被覆剤：
１．複合ヨーグルト被覆剤を９５°Ｆ～１１０°Ｆに融解する。
２．プロバイオティック培養物を加えた後、十分に混ぜ合わせる。
グラノーラ棒：
１．全てのグラノーラ材料を混ぜ合わせる。
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２．加熱したシロップをグラノーラ材料に加えた後、均一に覆われるまで混ぜる。
３．厚板を形作るために、グラノーラおよびシロップの混合物を押しつける。
４．固化した後、３２グラムの棒、およびプロバイオティクスを有する白色被覆剤８グラ
ムによる下部の層に切断する。
５．包装する。
【００５４】
　上述の記載は、本明細書に示される開示内容を利用するための方法を、技術的に通常の
能力を有する者に教えるためのものである。熟練した職人が上記記載を読むことで明らか
となり得る、明白な改良および変更のすべてを詳しく述べるものではない。しかしながら
、このようなあらゆる明白な改良および変更は、本特許請求の範囲の中に含まれるもので
ある。本特許請求の範囲は、明確に正反対のことを文脈が示していない限り、そこで意図
される目的を満たすために有効であるあらゆる手順において必要とされる構成要素および
ステップを包含するものである。
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